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（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

２ 委員が委嘱又は任命された時の要件を欠くに至ったときは、その

委員は失職するものとする。 
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